
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆パワハラ防止措置の義務化から 3ヶ月 
パワハラ防止法と指針が令和 2 年 6 月 1 日

から施行され、事業主にパワハラ防止措置が

義務付けられました。中小事業主の場合は、

令和 4 年 3 月までは努力義務ですが、そろそ

ろ準備を始めないと間に合いません。 
パワハラ対策については、「パワハラ防止法

成立！～パワハラの迷信にだまされない」

（R1.10 号）で、「注意指導するとパワハラだ

と騒ぎ立てる社員」を過度に怖れる必要はな

いことを指摘しました。パワハラの定義の核

は「業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

の」なので、たとえ相手が不満に思っても、

注意指導が業務上適正な範囲で行われていれ

ば問題ないからです。使用者側に厳しい労働

裁判でも、パワハラ事件だけで見れば、使用

者が勝つことが多い所以です。 
また「『パワハラ紛争が起きない』コミュニ

ケーション・スタイル」（R2.5 号）では、産業

カウンセラーの視点から、パワハラといわれ

ないコミュニケーション・スタイルをご提案

しました。 
◆パワハラ対策の第三のカギ 
このように、パワハラの事実認定の考え方

やコミュニケーション・スタイルを説明して

きましたが、この 3 ヶ月でもう一つ対策のカ

ギが分かってきました。それは相談体制の構

築と運用です。 

わたし自身弁護士として、就業規則の整備

やパワハラの事実認定・評価、再発防止措置

のみを重視していました。しかし、企業の取

組みに関与し、産業現場の実例を聞くなか

で、入り口となる相談体制の整備と運用が紛

争を激化させないカギとなっていることを感

じました。 

 
◆パワハラの訴えの流れと相談窓口の機能 
 パワハラの訴えのプロセスは、「苦情・相談の

受付」→「事実関係の調査」→「評価・判断」

→「被害者・行為者に対する措置」をたどりま

すが、相談窓口の位置づけは、「苦情・相談の受

付」を担当するものです。 
 また、後述するとおり、相談窓口は「苦情・

相談の受付」の役割のみに限定したいです。 
 相談窓口の機能は、①パワハラを受けたと訴

える本人からの話を聴き、職場問題の存在を把

握する、②健康影響がみられる場合に、産業医

など産業保健スタッフにつなぐ、③職場問題の

解決に必要な場合に、管理監督者につなぐ、④

本人があくまで行為者の処分を求める場合に

は、調査担当部署へ相談内容を報告し判断材料

を提供する、の 4 つです。 
 ひと言で言えば、相談窓口の機能は、相談者

の不安や悩みなどの解消をするための支援と

捉えるべきです。 
◆パワハラでは相談窓口の役割が大きい 
 これら相談窓口が上手く機能していると、

パワハラ対策のカギは、相談窓口の構築

と運用 

相談窓口が機能すれば、パワハラ紛争は

激化しない 
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「苦情・相談の受付」段階で支援が終了し、「事

実関係の調査」や「評価・判断」という段階ま

で行かないで済むことが多いです。 
 パワハラでは、セクハラと違って雑多な苦情

が持ち込まれます。発達やメンタルヘルスに問

題を抱える従業員はパワハラを受けやすく、ま

たパワハラを受けたという被害意識を持ちや

すいと考えられるからです。そのため、相談窓

口は極めて大きな役割を果たすといえます。 

 
◆相談体制の作り方・運営の留意事項 
先日、産業医の河野慶三先生から、相談窓口

の作り方のお話しを伺いました。①受付担当者

は複数・男女で構成すること、②調査者・評価

者とは兼業させないこと、③公認心理師、臨床

心理士、産業カウンセラー等の傾聴訓練を受け

た心理資格者を置くことが有効である、とのこ

とでした。①は必須として、②③も極めて重要

な視点と感じました。 
②について、実際は、人事部門が相談窓口だ

ったりすることが多いので、改善を要します。

安易に人事部門に相談窓口を置くと、人事本来

の機能との関係で相談しづらく、また相談者の

怒りの火に油を注ぐような窓口になってしま

いがちです。福利厚生を担当するような窓口に

併設したりする工夫が必要です。 
③については、相談を受ける訓練を積んでい

ないと、窓口担当者自身が心理的ダメージを受

けたり、相談者との間で認識のズレが発生して

紛争が激化したりするおそれがあります。 
なお、相談窓口は必ずしも企業内部におく必

要はありません。外部のサービス機関に委託す

るという選択肢もあるでしょう。 
◆カウンセリングとロイヤリングの使い分け 
「苦情・相談の受付」の相談窓口の段階では

カウンセリング（傾聴）の力が必要です。一方

で、「事実関係の調査」や「評価・判断」の段階

ではロイヤリング（事実認定・法的判断）の力

が要ります。 
産業保健の現場において、カウンセリングと

ロイヤリングの二つは密接に協働しなければ

ならないものの、あくまで別の機能です。 
パワハラ対策の文脈においても、これらを自

覚して制度構築と運用をする必要があります。 
◆パワハラ対策は人的資本の育成につながる 
ほとんどの相談は、法的なパワハラの定義に

は該当しないかもしれません。わたしが今年企

業から相談を受けた事案も、法的にはパワハラ

該当性がないものばかりでした。だったら、「そ

んな相談突っぱねればよい」、「丁寧な相談窓口

なんて必要ない」と思うかも知れません。 
しかし、従業員が不満を抱いて紛争が激化し、

裁判まで起こされたらどうでしょうか？法的

なパワハラでなかった場合は裁判では勝てま

すが、訴訟は企業体力を奪います。不満を抱い

て離職されたら、貴重な人材を失う可能性もあ

ります。 
もちろん、パワハラ恐怖症で適切な注意指導

ができなくなったら本末転倒ですが、職場環境

改善、安全配慮義務の履行、そして人的資本の

育成という観点からは、従業員からの苦情相談

はすべからく大切にする必要があります。 
～当事務所よりひと言～ 

今回は、パワハラ防止措置義務化から 3ヶ月

を経て、弁護士と産業カウンセラーの視点で感

じたことをまとめました。傾聴訓練で実績があ

るのは日本産業カウンセラー協会ですので、カ

ウンセリングの基礎を勉強したい方にはオス

スメです。 

また、士業事務所の経営者としての実感です

が、心理資格を取得すると、パワハラへの効果

だけでなく、事件の交渉力や受任力が上がりま

す。自身のメンタルや組織風土にも好ましい影

響がありますので、経営者や総務の方が心理資

格を取得するのは経営戦略としてアリです。 

相談窓口を上手く機能させる方策はこ

れだ！ 


